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提案

提案

【関係市町村】 王寺町

市町村名 王寺町

（背景）
２０１５年５月に全面施行された「空家等対策の推進に

関する特別措置法」 （以下、「空家法」という）の下で、

特定空家等に対する代執行や略式代執行が増加傾

向にある。

【国土交通省HP 抜粋】（現状・課題）
王寺町の空き家対策において、令和２年６月３０日～

８月２６日にかけて、周囲に危険を及ぼす恐れがある

特定空き家に対して、略式代執行による建物の除却

を実施した。

略式代執行に要した費用（8,668千円）は、建物所有者

に求めることになるが、所在不明のため求めることが

できない状況である。

現状では、特定空家等に対する権原を有しない土地

所有者に対して費用負担を求めることができない。※
国にお願いすること国にお願いすること国にお願いすること国にお願いすること

◎ 借地上の特定空家等に対する措置をとった場合、土地所有者

についても、建物所有者と同様にその措置の履行義務が有す

るよう、法整備をお願いしたい。

◎ 全国的にも代執行が進んでいることからも、より活用しやすく

するために、責務を全うしない立場の者へ厳格な法整備を望

む。

※土地所有者に費用負担を求められない理由

※借地上の特定空家等に代執行を行った場合、特定空家等

に対する権原を有しない土地所有者は、空家法１４条の命

令、代執行の名宛人にならないため、代執行費用を負担

すべきものと解することはできない。

 国において、従前より空き家対策総合支援事業などで、特

定空家の除却に要する費用の１／２を補助対象としていた

だいているが、借地上の特定空家等に代執行を行った場

合、土地所有者は負担なく更地を得るため不公平と考える。

 上記の意見に対し、国において、基本方針及びガイドライ

ンを改正していただいたが、土地と建物は別個独立の不

動産であることを前提に、土地所有者に借地上の特定空

家等への責任を負わせる内容になっていないため、法の

運用改善としては不十分であると考える。


